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北九州市告示第２７号 

 北九州市立交通安全センター条例施行規則（昭和６０年北九州市規則第１４

号）第７条の規定により北九州市立交通安全センターの指定管理者を次のとお

り告示する。 

  平成３１年１月３１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

指定管理者に指定した者 
指定する期間 

名   称 住   所 

特定非営利活動法人Ｉ

－ＤＯ 

北九州市小倉北区浅野

二丁目１４番２号 

平成３１年４月１日か

ら平成３６年３月３１

日まで 
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北九州市病院局管理規程第１号 

 北九州市病院局職員給与規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成３１年１月３１日 

                 北九州市病院局長 古 川 義 彦 

   北九州市病院局職員給与規程の一部を改正する規程 

北九州市病院局職員給与規程（昭和４３年北九州市病院局管理規程第５号）

の一部を次のように改正する。 

第３条の２中「医療センター院長」を「院長」に、「同表の４級の特２号給

の額とし、八幡病院院長の受ける給料月額は同表の４級の特１号給」を「、同

表の４級の特号給」に改める。 

別表第２のア 医療職給料表（１）中 

 特１    ６２２，７００

 特２    ６４４，３００

 特    ６４４，３００

改める。 

付 則 

この規程は、平成３１年２月１日から施行する。 

「

」

を

「

」

に
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北九州市病院局管理規程第２号                    

 北九州市病院局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。

  平成３１年１月３１日

                 北九州市病院局長 古 川 義 彦  

   北九州市病院局事務分掌規程の一部を改正する規程

 北九州市病院局事務分掌規程（昭和４２年北九州市病院局管理規程第１号）

の一部を次のように改正する。

 第４条の２を削る。

   付 則

 この規程は、平成３１年２月１日から施行する。
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北九州市病院局管理規程第３号 

 北九州市病院局職員就業規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成３１年１月３１日 

北九州市病院局長 古 川 義 彦 

北九州市病院局職員就業規程の一部を改正する規程 

北九州市病院局職員就業規程（昭和４３年北九州市病院局管理規程第４号）

の一部を次のように改正する。 

       医療センター                      

       八幡病院  

八幡病院

の小児科

勤務の医

師 

Ａ 午前８時

３０分 

午後５時 勤務時間

中に４５

分とし、

その時限

は所属長

が定める

。 

４週間を

通じ８日

所属長の

指定する

日 

区分の

指定は

、所属

長が行

う。 

医療セン

ターの医

師 

Ａ 午前８時

３０分 

午後５時 勤務時間

中に４５

分とし、

その時限

は所属長

が定める

。 

４週間を

通じ８日

所属長の

指定する

日 

区分の

指定は

、所属

長が行

う。 

 Ｂ 午前８時

３０分 

午後９時

３０分 

勤務時間

中に１時

間１５分

とし、そ

の時限は

所属長が

定める。 

 Ｃ 午前８時 午後０時    

」 

別表第１の 

「 

の項中 

を 

「 

に 
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  ３０分 １５分    

八幡病院

の小児科

勤務の医

師 

Ａ 午前８時

３０分 

午後５時 勤務時間

中に４５

分とし、

その時限

は所属長

が定める

。 

４週間を

通じ８日

所属長の

指定する

日 

区分の

指定は

、所属

長が行

う。 

改め、同表の注書第４項を注書第５項とし、注書第３項の次に次の１項を加え

る。 

  ４ 医療センターの医師について平成３１年２月１日以後の４週間を計算

するに当たっては、同日を初日とし、同日及び同月２日は１週間とみな

す。 

   付 則 

この規程は、平成３１年２月１日から施行する。 

」 
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正誤表 

年 号 頁 訂正箇所 正 誤 

平成３１年 ４３４１  ８ 上から１行目 第４号 第１号 

7


